
対象法人登録からマッチングサイトへの求人掲載までの流れ

【企業】対象企業の要件を確認 ( チラシ裏面 )

【企業】ビズリーチに求人掲載申込

【企業】特集ページ掲載に係る必要書類を県に提出
（別途ご案内をお送りします。）

【県】申請書類の内容確認・承認（注）

【ビズリーチ】求人作成マニュアル提供

【企業】求人ページ作成
求人URL をビズリーチに提出

【県】求人ページの内容確認

【ビズリーチ】特集ページ掲載作業 / 公開

【企業】「Yahoo ！しごと検索」掲載用の追加
データ入力（別途ご案内をお送りします。） 

※セミナーに参加できない場合でも、掲載お申込み後に求人ページ作成マニュアル等を提供いたしますので、
　企業様自身で求人ページの作成やサイトへの掲載が可能です。

移住支援金とは？
東京23区(在住者又は通勤者)から埼玉県に移住し、
対象法人に就業した方に移住支援金（最大100万円）
を支給する制度です。

対象法人になるメリットとは？
埼玉県移住支援金対象求人ページに求人情報を掲載するほか、
連携する｢Yahoo!しごと検索｣でも表示されるようになります。

埼玉県移住就業マッチングサイトに無料で求人掲載
移住支援金対象法人を募集中

掲載法人続々増加中!
対象市町村
秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、
皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町埼玉県

彩の国

求職者にとって魅力的な求人ページの作成とマッチングサイトへの掲載方法を学んでいた
だくためのオンラインセミナーです。求人ページ作成から完成までをお手伝いいたします。

魅力的な求人ページ作成  オンラインセミナー

⃞場　所：

⃞参加料：
⃞対　象：

⃞定　員：

オフィスやご自宅など、インターネット環境
のある場所からご参加いただけます。

無料
埼玉県内中小企業等の
経営者、人事ご担当者
各回60社

～ご注意ください!～
Web会議システム「Zoom」を利用します。従量制パケット通信
などで接続の場合は、通信料が高額となる場合があります。

【申込方法】
下記いずれかの方法でお申込みいただけます。
❶申込書（裏面）を記載しFAX
❷WEBフォーム
　（裏面のQRコードからアクセス）に入力

【日程】
❶ 11/26（木）13:30~15:30
❷ 12/8（火）　13:30~15:30

マッチングサイト

【掲載例】



※移住支援金事業を利用して労働者を雇い入れた事業主については、
　厚生労働省が実施する「中途採用等支援助成金（UIJターンコース）」の
　支給を受けられる場合があります。
 　詳しくはハローワークにお問い合わせください。

お問い合わせフォームはこちら➡
https://bit.ly/2XQoH7M

お問い合わせ ：埼玉県企画財政部地域政策課 地域振興担当 　TEL：048-830-2773　Mail：a2760-01@pref.saitama.lg.jp　 
　　 申込方法：FAX、WEB（専用フォーム）

・申込者は、埼玉県または株式会社ビズリーチから求人掲載条件の審査を行うために必要な調査の実施や書類の提出を求められた場合は、これに応じることを承諾します。
・申込者は、申込内容に虚偽があることが判明した場合や法令遵守のおそれ等がある場合、その他、サイトへの掲載が不適当であると判断された場合には、求人情報の掲載
　または登録を取り消すことを承諾します。
・申込者は、「埼玉県移住支援金対象求人特集ページ」を通じて採用した雇用者との間にトラブル等が発生した場合、埼玉県または株式会社ビズリーチが責任を負わない
　ことを承諾します。
・申込者は、本事業を通じて取得した求職者の個人情報について、無断で第三者へ提供しない等、適切に管理することを承諾します。

□参加（11/26（木））　　□参加（12/8（火））　　□求人掲載のみを希望（セミナーは不参加）

オンラインセミナー申込欄
セミナー開催日の2日前までにお申込みください。
※参加希望の方にはこちらからご連絡メールをお送りします。

ふりがな参
加
者
氏
名

特
集
ペ
ー
ジ
掲
載
条
件

□本社所在地が下記①~④のいずれかにある法人であること
　①埼玉県内の条件不利地域（秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町）
　②東京圏（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県）以外の地域
　③東京圏の条件不利地域
　④東京圏のうち条件不利地域以外の地域（※埼玉県内対象地域を勤務地とする勤務地限定型社員を採用する場合に限る）
□就業場所が埼玉県内の条件不利地域に所在する求人であること。
□公共職業安定所（ハローワーク）において公開されている求人であること。
□週 20 時間以上の無期雇用の求人であること。
□雇用保険の適用事業主の求人であること。
□官公庁等（＊１）でないこと。
□資本金 10 億円以上の法人（＊２）又はみなし大企業の求人でないこと。
□労働基準関係法令に重大悪質な違反をしていない法人の求人であること。
□公序良俗に反しないこと。その他、不適切と判断されるような求人でないこと。
□風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者の求人でないこと。
□暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人の求人でないこと。
＊１ 第三セクターのうち、出資金が 10 億円未満の法人又は地方公共団体から補助を受けている法人は対象となります。
＊２ 資本金概ね 50 億円未満の法人であって、市町村の推薦に基づき県が必要と認める法人は例外として対象となります。

確認の上､チェックをお願いします。（特集ページへの求人掲載にあたり、次の全ての項目に該当する必要があります。）

申込者情報（項目全てを記載してください。）
会社名

所在地

電話番号

メールアドレス

ご担当者名

〒基
本
情
報 申込受付後のご案内メールをお送りいたします。メールを受け取られる方のメールアドレスをご記入ください。

※WEB申し込みはコチラ050-3606-2803
埼玉県移住就業支援マッチングシステム運営事務局

FAX 番号

受付送付先

特集ページへの求人掲載のお申し込みは、FAXまたはWEBで受け付けます。
・FAXの方は下記内容をご記入の上、お送りください。
・求人情報を掲載するには、ご自身で求人ページを作成する必要があります。お申し込みいただいた方には、求人ページ作成
    に向けたＥラーニングや作成マニュアルのご案内をさせていただきます。（特集ページ掲載には審査があります。）

マッチングサイトへの求人掲載 / 求人ページ作成オンラインセミナー申込書


